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社会保障に関するサービスの
運営、給付主体は地方自治体

（医療）
• 公立病院の運営、国保の運営（市町村）
• 予防接種、健康診査
• 産科医療の体制整備、乳幼児健診
• 救急医療、へき地医療

（介護）
• 介護保険の運営（市町村）
• 特別養護老人ホームを自ら開設

社会保障に関するサービスの実施体制

「強い社会保障」は、現金給付だけでは実現できない。
地方自治体が提供するサービスがあってこそ、実現。

地方自治体が提供するサービスは・・・

子育て等8.0

子育て等7.6

 地方自治体は、社会保障に関するサービスの運営・給付主体である。

（子育て等）
• 保育所の運営、延長保育・病児保育等
• 放課後児童クラブ
• 母子家庭や障害児家庭の支援 等

27.6
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16.8
兆
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【未定稿】

（平成22年度ベース）



◎ 後期高齢者医療制度（高齢者医療確保法において地方負担を規定）

高齢者保険料※2

10%

後期高齢者支援金（若年者の保険料）

40%

都道府県

8.3%

市町村

8.3%
国 33.3%

◎ 生活保護（生活保護法において地方負担を規定）

国 ３／４
都道府県、市、福祉

事務所設置町村

１／４

◎ 児童扶養手当（児童扶養手当法において地方負担を規定）

国１／３ 都道府県、市２／３

国 １／２
市町村
１／４

都道府県
１／４

◎ 障害者自立支援（障害者自立支援法において地方負担を規定）

◎ 保育所運営費（児童福祉法において地方負担を規定）

市町村 １０／１０

〔公立分〕

国１／２
指定市、中核市1/2国１／２

県 1/4 市町村1/4

〔私立分〕

都道府県、市町村 １０／１０

◎ 予防接種（定期）（予防接種法で地方負担を規定）

乳幼児医療費助成等

主な社会保障制度の財源負担のイメージ

◎ 国民健康保険制度（国民健康保険法において地方負担を規定）

保険料※1 ５０％

国 ４３％
都道府県

７％

前期高齢者交付金

都道府県
12.5%

◎ 介護保険制度（介護保険法において地方負担を規定）

国 ２５％

第１号保険料(65歳以上)

２０％
第２号保険料(40～64歳)

３０％

国 ２０％

市町村
12.5%

市町村
12.5%都道府県 17.5%
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※2 低所得者への保険料軽減や高額医療費に対する公費支援を含む。

※1 低所得者への保険料軽減や高額医療費に対する公費支援等を含む。



（単位：兆円）

歳出の推移（地方財政計画ベース）

90.0 

100.0 

10.5 13 8
12.4 

12.6 11.8 

14.4 14.3 

70.0 

80.0 
その他

23.2 

6.6 

10.5 13.8 

13.4 13.2 
11.8 

60.0 公債費

17.3 

21.7 

3
23.2 

20.8 20.3 
6.2 

40.0 

50.0 
給与関係

経費

20 6
26.8 

29.2 23.3 11.9 11.3 

20.0 
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関係費

0.0 
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※社会保障関係費は、一般行政経費（補助）のうち厚生労働省所管経費、一般行政経費（単独）、公立保育所運営費、基礎年金地方負担
及び公立病院繰出金（他の経費からはこれらの負担額を控除）の合計

※各経費は国費を含む事業費ベースの数値を計上



平成22年度 平成25年度 平成28年度

　　　　　　 ４．６兆円

年金　９．９兆円

27.6兆円

介護　２．９兆円

年金　１１．９兆円

後期高齢者医療
６．０兆円

前期高齢者医療・国保等

３．９兆円

介護　２．４兆円

年金　１１．３兆円

後期高齢者医療
５．３兆円

16.8兆円

子育て等
８．０兆円

年金　０．６兆円

　　　　　　２．３兆円

19.2兆円
前期高齢者医療・国保等

３．７兆円

介護　２．３兆円

子育て等　７．６兆円

子育て等　８．１兆円

子育て等　８．４兆円

33.3兆円  
30.9兆円  　　　　　　  ３．５兆円

介護　    ２．１兆円

前期高齢者医療・国保等

４．２兆円

年金　０．７兆円

20.9兆円

後期高齢者医療
２．７兆円

年金　０．７兆円

後期高齢者医療
３．０兆円

介護　２．６兆円

前期高齢者医療・国保等

４．６兆円

子育て等
９．１兆円

子育て等
９．５兆円

前期高齢者医療・国保等

４．１兆円

介護　３．１兆円

地方負担

国庫負担

後期高齢者

医療

後期高齢者

医療

前期高齢者

医療・国保等

社会保障関係費に関する地方負担等の将来推計（未定稿）

○ 社会保障費の毎年の自然増は、国費が約１兆円、地方費が約０.７兆円と、

共に大幅な増額が毎年見込まれる。

※補助事業は22地財計画、その他は20決算に基づく推計



社会保障改革に関する有識者検討会報告（概要）
～安心と活力への社会保障ビジョン～

社会保障改革が目指す５つの原則

（平成２２年１２月１０日）

① 切れ目なく全世代を対象とした社会保障

・・・主に高齢世代を給付対象とする社会保障から全世代対応型の保障への転換

② 未来への投資としての社会保障

・・・子ども・子育て支援等を中心に、未来への投資としての性格を強める

③ 地方自治体が担う支援型のサービス給付とその分権的・多元的な供給体制（現物給付）

・・・社会的包摂のため、支援型サービス給付の役割を重視。自治体がＮＰＯ等とも連携しつつ、
住民の声に耳を傾けてサービスを提供

④ 縦割りの制度を越えた、国民一人ひとりの事情に即しての包括的な支援

・・・縦割りの制度を越えて、ワンストップサービス、パーソナルサポートを提供

⑤ 次世代に負担を先送りしない、安定的財源に基づく社会保障

・・・現在の世代が享受する給付費の多くを後代負担につけ回ししている現状を直視し、
給付に必要な費用を安定的に確保



社会保障改革の推進について（平成22年12月14日閣議決定）抜粋

社会保障改革については、以下に掲げる基本方針に沿って行うものとする。

１．社会保障改革に係る基本方針

○ 少子高齢化が進む中、国民の安心を実現するためには、「社会保障の機能強化」とそれを支える「財政の健全
化」を同時に達成することが不可欠であり、それが国民生活の安定や雇用・消費の拡大を通じて、経済成長につ
ながっていく。

○ このための改革の基本的方向については、民主党「税と社会保障の抜本改革調査会中間整理」や、「社会保障
改革に関する有識者検討会報告～安心と活力への社会保障ビジョン～」において示されている。

○ 政府・与党においては、それらの内容を尊重し、社会保障の安定・強化のための具体的な制度改革案とその
必要財源を明らかにするとともに、必要財源の安定的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革につ
いて一体的に検討を進め、その実現に向けた工程表とあわせ、２３年半ばまでに成案を得、国民的な合意を得た
上でその実現を図る。

また、優先的に取り組むべき子ども子育て対策・若者支援対策として、子ども手当法案、子ども・子育て新システ
ム法案（仮称）及び求職者支援法案（仮称）の早期提出に向け、検討を急ぐ。

○ 上記改革の実現のためには、立場を超えた幅広い議論の上に立った国民の理解と協力が必要であり、そのた
めの場として、超党派による常設の会議を設置することも含め、素直に、かつ胸襟を開いて野党各党に社会保障
改革のための協議を提案し、参加を呼び掛ける。

２．社会保障・税に関わる番号制度について（略）



地域主権戦略大綱（平成22年６月22日閣議決定）

第６ 地方税財源の充実確保

２ 今後の課題と進め方

今後、地域主権を確立するためには、国と地方の役割分担の大幅な見直しと併せて、それぞれの担う役割

に見合った形へと国・地方間の税財源の配分の在り方を見直す。

具体的には、地域主権改革を推進し、国の役割を限定して、地方に大幅に事務事業の権限を移譲する。国

と地方の役割分担を踏まえるとともに、地方が自由に使える財源を拡充するという観点から国・地方間の税

財源の配分の在り方を見直す。社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税

源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築する。

平成23年度税制改正大綱（平成22年12月16日閣議決定）

第２章 各主要課題の平成23年度での取組み

９．地域主権改革と地方税制

（１）地方税の充実

地方税は、住民自治を支える根幹であり、地域主権改革を進めていく観点から、地方税を充実することが

重要です。

また、少子高齢化が進み、社会保障制度を支えている地方自治体の役割がますます増大する中で、社会保

障など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な

地方税体系を構築します。

最近の地方の役割・税財源確保の議論について
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